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■４条１項１１号

不服 2024-019202
＜本願商標＞

第４２類「ＥＣサイト及びふるさと納税に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は

保守，ＥＣサイト及びふるさと納税に関するウェブサイトの作成又は保守，ＥＣサイト及び

ふるさと納税に関するコンピュータープラットフォームの開発，ＥＣサイト及びふるさと

納税に関するインターネットセキュリティに関する指導及び助言，ＥＣサイト及びふるさ

と納税に関するウェブサイトの設計に関する助言，ＥＣサイト及びふるさと納税に関する

コンピュータプログラムの複製，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作を

するためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関

する紹介及び説明，ＥＣサイト及びふるさと納税に関する電子計算機用プログラムの提供，

ＥＣサイト及びふるさと納税に関するコンピュータソフトウェアの貸与，ＥＣサイト及び

ふるさと納税に関するオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（ＳａａＳ），

ＥＣサイト及びふるさと納税に関するコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供

（ＰａａＳ）」及び第３６類

＜結論＞

原査定を取り消す。

本願商標は、登録すべきものとする。

＜原査定理由＞

引用商標１：

第４２類「人事・労務及び行動・活動を分析するコンピュータシステムの設計・構築，シ

ステムのアクセスログに基づく行動・活動の予測・分析用コンピュータプログラム及びコ

ンピュータシステムの設計・構築，人事関連分析・行動分析に使用するコンピュータプロ

グラムの提供・貸与」及び第３５類、第４１類

引用商標２：



© 2025 紫苑商標特許事務所

2

第４２類「人事・労務及び行動・活動を分析するコンピュータシステムの設計・構築，シ

ステムのアクセスログに基づく行動・活動の予測・分析用コンピュータプログラム及びコ

ンピュータシステムの設計・構築，人事関連分析・行動分析に使用するコンピュータプロ

グラムの提供・貸与」及び第３５類、第４１類

引用商標３：

第４２類「人事・労務及び行動・活動を分析するコンピュータシステムの設計・構築，シ

ステムのアクセスログに基づく行動・活動の予測・分析用コンピュータプログラム及びコ

ンピュータシステムの設計・構築，人事関連分析・行動分析に使用するコンピュータプロ

グラムの提供・貸与」及び第３５類、第４１類

＜理由＞

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

（１）本願商標について

  本願商標は、「ＣＹＲＥＣＯ」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般

的な辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において何らかの意味を有する語とし

て親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味を有しない造語とし

て理解されるものである。

  そして、特定の意味を有しない造語にあっては、我が国において広く親しまれている

ローマ字読み又は類似の英単語の読みにならって称呼されるのが自然であるところ、

「ＣＹＲＥＣＯ」の文字の構成中「ＣＹ」の文字は、「ｃｙｍｂａｌ（シンバル）」「ｃ

ｙｎｉｃａｌ（シニカル）」等の英単語に照らせば「シ」と、「ｐｏｌｉｃｙ（ポリシ

ー）」「ｊｕｉｃｙ（ジューシー）」等の英単語に照らせば「シー」と、「ｃｙｂｅｒ（サ

イバー）」「ｃｙｃｌｅ（サイクル）」等の英単語に照らせば「サイ」と称呼されるもの

といえ、それに続く「ＲＥＣＯ」の文字を合わせれば、その構成文字全体からは、「シ

レコ」、「シーレコ」又は「サイレコ」の称呼が生じ得る。

  したがって、本願商標は、「シレコ」、「シーレコ」又は「サイレコ」の称呼を生じ、

特定の観念を生じないものである。

（２）引用商標について

ア 引用商標１は、「サイレコ」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的

な辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において何らかの意味を有する語として
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親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味を有しない造語として

理解されるものである。

  したがって、引用商標１は、「サイレコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないもの

である。

イ 引用商標２は、・・・、灰色で「ｓａｉ」の欧文字及び「ｒｅｃｏ」の欧文字（「ｓａ

ｉ」に比して「ｒｅｃｏ」が太く書されている。以下、合わせて「両欧文字部分」とい

う。）を書し、両欧文字部分の間に、橙色の放射状の図形（以下「引用２図形部分」と

いう。）を配した構成からなるところ、両欧文字部分と引用２図形部分とは、異なる色

彩で、重なり合うことなく配置されており、視覚上、分離して看取し得るものである。

  そして、引用２図形部分は、特定の事物を表すものとして認識されているものではな

いから、これよりは特定の観念は生じない。

  また、両欧文字部分の「ｓａｉｒｅｃｏ」の文字は、一般的な辞書等に載録された既

成語ではなく、我が国において何らかの意味を有する語として親しまれているという事

情も見いだせないことから、特定の意味を有しない造語として理解されるものである。

  そうすると、引用２図形部分と両欧文字部分の間には、観念上のつながりもなく、両

者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい

るとはいえず、引用商標２は、その構成中顕著に表された両欧文字部分が、独立して出

所識別機能を有する要部となり得るものである。

  したがって、引用商標２は、その要部である「ｓａｉｒｅｃｏ」の文字に相応して、

「サイレコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

ウ 引用商標３は、・・・、灰色で「サイ」の片仮名及び「レコ」の片仮名（「サイ」に比

して「レコ」が太く書されている。以下、合わせて「両片仮名部分」という。）を書

し、両片仮名部分の間に、橙色の放射状の図形（以下「引用３図形部分」という。）を

配した構成からなるところ、両片仮名部分と引用３図形部分とは、異なる色彩で、重な

り合うことなく配置されており、視覚上、分離して看取し得るものである。

  そして、引用３図形部分は、特定の事物を表すものとして認識されているものではな

いから、これよりは特定の観念は生じない。
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  また、両片仮名部分の「サイレコ」の文字は、一般的な辞書等に載録された既成語で

はなく、我が国において何らかの意味を有する語として親しまれているという事情も見

いだせないことから、特定の意味を有しない造語として理解されるものである。

  そうすると、引用３図形部分と両片仮名部分の間には、観念上のつながりもなく、両

者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい

るとはいえず、引用商標３は、その構成中顕著に表された両片仮名部分が、独立して出

所識別機能を有する要部となり得るものである。

  したがって、引用商標３は、その要部である「サイレコ」の文字に相応して、「サイ

レコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

（３）本願商標と引用商標との類否について

  本願商標と引用商標は、それぞれ上記（１）及び（２）のとおりの構成からなるとこ

ろ、外観においては、両商標は、図形の有無の差異や構成文字の差異により、明確に区

別できる。

  また、称呼においては、本願商標から生じ得る複数の称呼のうちの一つである「サイ

レコ」の称呼を共通にする場合があるが、その他の称呼は、構成音が相違し、構成音数

も異なるなど、明瞭に聴別できる。

  また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができな

い。

  そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、本願

商標より複数生じ得る称呼の一において共通するとしても、その他の称呼において明瞭

に聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標

が与える印象、記憶等を総合してみれば、役務の出所について誤認混同を生じるおそれ

はなく、非類似の商標というのが相当である。

（４）まとめ

  以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務に

ついて比較するまでもなく、商標法第４条第１項第１１号に該当しない。

  したがって、本願商標が、商標法第４条第１項第１１号に該当するとして本願を拒絶

した原査定は、取消しを免れない。

  その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

  よって、結論のとおり審決する。
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弁理士コメント

本願商標「ＣＹＲＥＣＯ」と引用商標「サイレコ」等は、観念において比較できないもの

であり、本願商標より複数生じ得る称呼の一において共通するとしても、その他の称呼にお

いて明瞭に聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、両

商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、役務の出所について誤認混同を生じるおそれ

はなく、非類似の商標というのが相当である、と判断されました。

今回の事件も、近年の審決でよく見られる、「複数生じ得る称呼の一において共通すると

しても、その他の称呼において明瞭に聴別できる」という点が考慮され、外観と観念の違い

等を踏まえて総合的に見れば、本願商標と引用各商標は非類似であると結論付けられてい

ます。

この点、審決では「ＣＹ」の文字が含まれる英単語の例を挙げて、これより「シ」、「シー」、

「サイ」と称呼される場合があると述べていますが、「ｃｙｍｂａｌ」や「ｃｙｎｉｃａｌ」

といった英単語が、ぱっと想起できる日本人はどれくらいいるものか疑問です。

また、「ｐｏｌｉｃｙ」や「ｊｕｉｃｙ」のように、語尾に「ＣＹ」の文字が付く英単語

というのは、語頭に「ＣＹ」の文字が付く本願商標「ＣＹＲＥＣＯ」の読み方を検討する上

では適切ではないように思います。

そして、やはり「ＣＹ」の文字が付く英単語と言えば、「ｃｙｂｅｒ」や「ｃｙｃｌｅ」

などのように、「サイ」と読むのが、我が国では一般的ではないでしょうか。そもそも、請

求人が「株式会社サイバーレコード」なのですから、本願商標「ＣＹＲＥＣＯ」は「サイレ

コ」の称呼を意図したものであると（需要者等の心証としても）考えるのが自然ではないで

しょうか。

そうすると、本願商標「ＣＹＲＥＣＯ」からもっとも自然に生じる称呼は「サイレコ」で

あるから、これが共通する点を重視して、本願商標と少なくとも引用商標１「サイレコ」と

は類似の商標であるとする考え方もできたのではないかと、個人的には思います。

なお、少し前の審決で、「 」と「ＴＹＲＯＮＥ」が非類似と判断された事

件（不服 2025-003433）があり、本審決とよく似た理由付けがされています。審判官は異な

るようですが、本事件の判断は、この審決の判断に引っ張られたのかなという印象です。

（弁理士 永露 祥生）

＜２０２５年１１月３０日＞            


